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�愛媛県告示第３６１号
かくたん

社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）附則第２０条の規定により、登録研修機関から次のとおり喀痰吸引等研修の業務の全

部を廃止する旨の届出があった。

令和６年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３６２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部商工観光課並びに新居浜市役所において告示の日か

ら４月間縦覧に供する。

令和６年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

コープ金子 新居浜市一宮町二丁
目甲８６４番地１ 外 大規模小売店舗の名称 コープ金子店 コープ金子 令和６年

３月１６日
令和６年
３月２６日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 喀痰吸引等研修の業務の全部の廃止………………………………………………………………………………………………………………（障がい福祉課）…３２６

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等………………………………………………………………………………………………………………（経営支援課）…３２６

○ 地籍調査の成果の認証………………………………………………………………………………………………………………………………………（農政課）…３２７

○ 道路の供用開始（県道新居浜港線）…………………………………………………………………………………………………………（東予地方局管理課）…３２７

○ 土地改良区役員の就退任の届出（６件）…………………………………………………………………………………………（中予地方局農村整備第一課）…３２７

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………………………………………………………………………（中予地方局建築指導課）…３２９

○ 道路の区域変更（一般国道３７８号）………………………………………………………………………………………………（南予地方局西予土木事務所）…３２９

○ 落札者等の告示…………………………………………………………………………………………………………………………………………（高校教育課）…３３０

公 告

○ 製菓衛生師試験の施行…………………………………………………………………………………………………………………………………（薬務衛生課）…３３０

人事委員会告示

○ 令和６年職種別民間給与実態調査の実施……………………………………………………………………………………………………（人事委員会事務局）…３３０

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

登録研修機関
かくたん

喀痰吸引等研修の業務を行う事業所
廃止年月日

かくたん

廃止に係る喀痰吸引等研修の課程
名 称 住 所 名 称 所 在 地

医療法人ゆうの森 松山市別府町４４４－１ たんぽぽクリニック 松山市別府町４４４－１ 令和６年
３月３１日

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和
６２年厚生省令第４９号）別表第３第１号の基本
研修及び同表第２号の実地研修

毎週（火・金）曜日発行 第５０２号 令和６年４月１９日

令和６年４月１９日金曜日 第５０２号
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�愛媛県告示第３６３号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

令和６年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

今治市 広紹寺町１丁目
等７単位区域

令和４年度から
令和５年度まで

今治市（広紹寺町
１丁目等７単位区
域）の地籍図及び
地籍簿

２ 認証年月日

令和６年４月１９日
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�愛媛県告示第３６５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市朝生田町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

令和６年４月１９日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第３６６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第３６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜港線
新居浜市政枝町二丁目３８６番５地先から

同市本郷一丁目８９１番１まで
令和６年４月１９日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 佐 藤 幸 � 松山市朝生田町３丁目４－２５

〃 池 田 三喜雄 松山市朝生田町２丁目６－８

〃 白 石 博 行 松山市朝生田町３丁目６－５

〃 白 石 格 松山市朝生田町２丁目１１－１０

〃 大 西 信 幸 松山市朝生田町４丁目１－２５

〃 佐 藤 安 彦 松山市朝生田町３丁目７－７

〃 長 尾 力 松山市朝生田町３丁目９－１６

監 事 松 本 俊 一 松山市朝生田町１丁目１５－１７

〃 �須賀 純 治 松山市朝生田町２丁目１－２５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 佐 藤 幸 � 松山市朝生田町３丁目４－２５

〃 池 田 三喜雄 松山市朝生田町２丁目６－８

〃 白 石 博 行 松山市朝生田町３丁目６－５

〃 白 石 格 松山市朝生田町２丁目１１－１０

〃 大 西 信 幸 松山市朝生田町４丁目１－２５

〃 松 本 誠 一 松山市朝生田町３丁目５－１８

〃 佐 藤 安 彦 松山市朝生田町３丁目７－７

監 事 松 本 俊 一 松山市朝生田町１丁目１５－１７

〃 長 尾 力 松山市朝生田町２丁目９－１６
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松山市南高井土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和６年４月１９日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

就 任

退 任
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�愛媛県告示第３６７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市安城寺町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

令和６年４月１９日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第３６８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市吉藤土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和６年４月１９日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 河 本 達 也 松山市南高井町１６３３

〃 井 門 明 彦 松山市南高井町４７２－３

〃 天 野 利 行 松山市南高井町１５６７－２

〃 井 門 照 男 松山市南高井町２２９

〃 相 原 辰 彦 松山市南高井町６８８

〃 松 浦 亜由美 松山市南高井町６５４－２

〃 相 原 孝 雄 松山市南高井町１２０９－２

監 事 河 本 兼 弘 松山市南高井町８５１

〃 武 井 美 枝 松山市南高井町１４０４－３

〃 小 池 禎 秀 松山市南高井町５３６－２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 河 本 達 也 松山市南高井町１６３３

〃 井 門 明 彦 松山市南高井町４７２－３

〃 天 野 利 行 松山市南高井町１５６７－２

〃 井 門 照 男 松山市南高井町２２９

〃 相 原 辰 彦 松山市南高井町６８８

〃 松 浦 亜由美 松山市南高井町６５４－２

〃 相 原 孝 雄 松山市南高井町１２０９－２

監 事 河 本 兼 弘 松山市南高井町８５１

〃 武 井 美 枝 松山市南高井町１４０４－３

〃 小 池 禎 秀 松山市南高井町５３６－２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 氏 川 左 京 松山市安城寺町１６１－３

〃 赤 沼 隆 男 松山市安城寺町７１７－４

〃 宮 本 弘 松山市安城寺町１０９９

〃 佐 野 郁 夫 松山市安城寺町１１３１－５

〃 遠 藤 博 志 松山市安城寺町９９４

〃 松 原 洋 松山市安城寺町７８９－３

〃 野 本 雅 敬 松山市安城寺町１２１８

〃 門 田 尚 夫 松山市安城寺町１０５７

〃 田 所 政 臣 松山市安城寺町１０４８－８

〃 有 田 元一郎 松山市安城寺町１２４４

〃 井 上 芳 松山市安城寺町１２９９

〃 芳之内 敏 雄 松山市安城寺町１２８１

〃 瀧 本 � 志 松山市安城寺町１３２５－３

〃 野 本 正 志 松山市安城寺町１２３３

〃 白 石 雄 一 松山市安城寺町１５３３－２

〃 渡 部 健 司 松山市安城寺町１５５９－２

〃 松 本 博 明 松山市安城寺町１６３６－１

監 事 芳之内 省 平 松山市安城寺町１２８６

〃 遠 藤 宗 敏 松山市安城寺町９７５－２

〃 井 上 孝 松山市安城寺町１０６９－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 氏 川 栴 三 松山市安城寺町１６１－３

〃 赤 沼 隆 男 松山市安城寺町７１７－４

〃 宮 本 弘 松山市安城寺町１０９９

〃 佐 野 建 典 松山市安城寺町１１０８

〃 遠 藤 博 志 松山市安城寺町９９４

〃 松 原 洋 松山市安城寺町７８９－３

〃 野 本 雅 敬 松山市安城寺町１２１８

〃 洲之内 長 松山市安城寺町１２０６

〃 田 所 政 臣 松山市安城寺町１０４８－８

〃 有 田 元一郎 松山市安城寺町１２４４

〃 井 上 芳 松山市安城寺町１２９９

〃 芳之内 敏 雄 松山市安城寺町１２８１

〃 瀧 本 � 志 松山市安城寺町１３２５－３

〃 野 本 正 志 松山市安城寺町１２３３

〃 白 石 雄 一 松山市安城寺町１５３３－２

〃 渡 部 健 司 松山市安城寺町１５５９－２

〃 松 本 博 明 松山市安城寺町１６３６－１

監 事 遠 藤 宗 敏 松山市安城寺町９７５－２

〃 門 田 尚 夫 松山市安城寺町１０５７

〃 芳之内 省 平 松山市安城寺町１２８６

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 野 本 敏 武 松山市吉藤５丁目１５６３

〃 白 石 信 悟 松山市吉藤５丁目１２３４

〃 玉 井 圭 一 松山市吉藤５丁目１２－６

〃 田 房 一 泰 松山市吉藤５丁目１０－７－１

〃 能 田 潤 一 松山市吉藤５丁目１１３１－２

〃 芳 野 泰 博 松山市吉藤５丁目４－１２

〃 門 屋 誠 松山市吉藤１丁目３－１６

〃 白 石 文 雄 松山市吉藤５丁目１２７４

〃 野 本 幸 治 松山市吉藤５丁目２０－７３

〃 玉 井 真 樹 松山市吉藤５丁目９－１５
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退 任
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�愛媛県告示第３６９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

道後平野土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出があっ

た。

令和６年４月１９日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

就 任
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�愛媛県告示第３７０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

東温市牛渕上井手土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届

出があった。

令和６年４月１９日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

退 任

�愛媛県告示第３７１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和６年４月１９日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

�愛媛県告示第３７２号
道路法（昭和２７年法律１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 松 岡 博 典 松山市吉藤１丁目３－１４

〃 二 神 政 志 松山市吉藤５丁目１１－１

〃 野 本 勝 幸 松山市吉藤５丁目２１－１７

〃 藤 村 勝 彦 松山市吉藤２丁目１３－１１

〃 門 屋 桂 松山市吉藤５丁目２２－３８

〃 田 房 憲 松山市吉藤５丁目１０－３０

〃 白 石 正 彦 松山市吉藤４丁目５－５９

監 事 野 本 恭 志 松山市吉藤５丁目２０－４６

〃 白 石 信 昭 松山市吉藤５丁目１２３３

〃 門 田 喜美広 松山市吉藤４丁目３－２６

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 野 本 恭 志 松山市吉藤５丁目２０－４６

〃 白 石 信 昭 松山市吉藤５丁目１２３３

〃 芳 野 泰 博 松山市吉藤５丁目４－１２

〃 野 本 洋 二 松山市吉藤２丁目１７－５

〃 石 橋 靖 得 松山市吉藤５丁目１０８８

〃 玉 井 義 一 松山市吉藤５丁目８－１０

〃 門 屋 昭 弘 松山市吉藤２丁目１９－１９

〃 白 石 信 悟 松山市吉藤５丁目１２３４

〃 門 屋 桂 松山市吉藤５丁目２２－３８

〃 吉 川 宗 徳 松山市吉藤２丁目１３－６

〃 野 本 敏 武 松山市吉藤５丁目１５６３

〃 藤 原 英 助 松山市吉藤５丁目９－３５

〃 田 房 憲 松山市吉藤５丁目１０－３０

〃 森 和 範 松山市吉藤５丁目１８－２１

〃 松 岡 潤 松山市吉藤１丁目４－２１

〃 玉 井 圭 一 松山市吉藤５丁目１２－６

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 田 中 浩 介 伊予郡松前町大字徳丸６５０番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 村 上 周 治 東温市牛渕１６９７番地２

監 事 玉 井 博 樹 松山市吉藤５丁目８－２

〃 白 石 正 彦 松山市吉藤４丁目５－５９

〃 門 田 喜美広 松山市吉藤４丁目３－２６

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

６中局建（開）第２号

令和６年４月１１日
東温市北方字西中村甲２７０８番８

東温市北方２７３５番地の内第１

戸 井 未 来

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号

西予市三瓶町下泊字ムロ２１２８番１地先から

同町同字２１７６番１地先まで
旧 ５．７～１６．３ ０．４６８

西予市三瓶町下泊字ムロ２１２８番１地先から

同町同字２１７６番１地先まで
新 ５．７～１６．３

１２．８～１８３．８
０．４６８
０．２３２



愛 媛 県 報令和６年４月１９日 第５０２号

３３０

公 告

人事委員会告示

�公 告

製菓衛生師試験の施行について

製菓衛生師法（昭和４１年法律第１１５号）第４条第１項の規定によ

る令和６年度製菓衛生師試験を次のとおり施行する。

令和６年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の日時

令和６年７月９日（火）１３時００分

２ 試験の場所

松山市三番町７丁目６－９ 愛媛県薬剤師会館

３ 受験願書の提出期間

令和６年５月２０日（月）から５月３１日（金）まで。ただし、郵

送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所と、県外居住者

については愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。

５ その他

受験についての必要事項は、受験票により指示する。

�愛媛県人事委員会告示第２号
令和６年職種別民間給与実態調査を次のとおり実施するので、愛

媛県統計調査条例（平成２０年愛媛県条例第６８号）第３条第２項の規

定により告示する。

令和６年４月１９日

愛媛県人事委員会

委員長 安 藤 潔

１ 調査の目的

地方公務員の給与を民間の従業員の給与と比較検討するための

基礎資料の作成

２ 調査対象の範囲

県内の企業規模５０人以上かつ事業所規模５０人以上の事業所

３ 報告を求める事項

� 事業所に関すること。

� 給与制度に関すること。

� 従業員の給与に関すること。

� 採用に関すること。

� その他勤務条件に関すること。

４ 報告を求める事項の基準となる期日

令和６年４月分の最終給与締切日

５ 報告を求める者

２に該当する事業所のうち無作為に抽出されたもの

６ 報告を求めるために用いる方法

実地調査

７ 報告を求める期間

令和６年４月２２日（月）から同年６月１４日（金）まで

�愛媛県告示第３７３号
次のとおり落札者を決定した。

令和６年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

愛媛県立高等学校空調設備の借入れ
及び保守管理等業務一式

愛媛県教育委員会
事務局指導部高校
教育課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和６年４月５日
四電エナジーサービス
株式会社 愛媛支店
愛媛県松山市天山１丁
目２番２６号

１１，８２３，９００円
（月額） 一般競争入札 令和６年２月２０日

令和６年４月１９日 発行


